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第　 5 4 　 号

　 　 　 熊本県立職業能力開発校条例の一部を改正する 条例の制定について

　 熊本県立職業能力開発校条例の一部を改正する 条例を次のよ う に制定する こ と と する 。

　 　 令和 6 年 2 月 9 日提出

熊本県知事　 蒲　 島　 郁　 夫　 　 　

　 　 　 熊本県立職業能力開発校条例の一部を改正する 条例

　 熊本県立職業能力開発校条例（ 昭和 4 4 年熊本県条例第 4 3 号） の一部を次のよ う に改

正する 。

　 第 6 条を第 1 2 条と し 、 第 5 条の次に次の 6 条を加える 。

　 （ 使用の許可）

第 6 条　 別表に掲げる 施設を使用し よ う と する 者は、 知事の許可を受けなければなら ない。

2 　 知事は、 前項の許可をする 場合において、 管理上必要な条件を付する こ と ができ る 。

　 （ 使用の許可の基準）

第 7 条　 知事は、 前条第 1 項の許可を受けよ う と する 者が次の各号のいずれかに該当する

と 認める と き は、 許可をし ないこ と ができ る 。

（ 1 ）　 職業能力開発校における 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある と 認めら れ

る と き 。

（ 2 ）　 職業能力開発校の施設又は設備を毀損し 、 又は滅失する おそれがある と 認めら れ

る と き 。

（ 3 ）　 その使用が暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成 3 年法律第 7

　 7 号） 第 2 条第 2 号に規定する 暴力団を利する おそれがある と 認めら れる と き 。

（ 4 ）　 その他使用さ せる こ と が職業能力開発校の管理上支障がある と 認めら れる と き 。

　 （ 許可の取消し 等）

第 8 条　 知事は、 第 6 条第 1 項の許可を 受けた者（ 次条第 1 項において「 使用者」 と い

う 。 ） が次の各号のいずれかに該当する と 認める と き 、 又は管理上支障がある と 認める

と き は、 当該許可を取り 消し 、 若し く はその内容を変更し 、 又は使用を停止さ せる こ と

ができ る 。

（ 1 ）　 こ の条例又はこ の条例に基づく 規則に違反し たと き 。

（ 2 ）　 第 6 条第 2 項の規定によ り 付さ れた許可の条件に違反し たと き 。

（ 3 ）　 偽り その他不正の手段によ り 許可を受けたと き 。

（ 4 ）　 前条第 3 号に該当する こ と と なったと き 。

　 （ 使用料）

第 9 条　 使用者は、 別表に定める 額を使用料と し て納めなければなら ない。

2 　 前項の使用料は、 前納と する 。
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3 　 既納の使用料は、 還付し ない。 ただし 、 知事が特別の事情がある と 認める と き は、 そ

の全部又は一部を還付する こ と ができ る 。

　 （ 使用料の減免）

第 1 0 条　 知事は、 特別の事情がある と 認める と き は、 使用料の全部又は一部を免除する

こ と ができ る 。

　 （ 損害賠償）

第 1 1 条　 故意又は過失によ り 職業能力開発校の施設又は設備を毀損し 、 又は滅失し た者

は、 こ れによ って生じ た損害を賠償し なければなら ない。 ただし 、 知事が特別の事情が

ある と 認める と き は、 損害賠償義務の全部又は一部を免除する こ と ができ る 。

　 附則の次に次の別表を加える 。

別表（ 第 6 条、 第 9 条関係）

　 備考　 使用する 時間に 1 時間未満の端数がある と き は、 その端数を 1 時間と みなす。

　 　 　 附　 則

　 こ の条例は、 令和 6 年 4 月 1 日から 施行する 。

　 （ 提案理由）

　 熊本県立高等技術専門校内に新たに技能振興センタ ーを設置する こ と に伴い、 当該施設

の実習室の使用許可、 使用料等に関する 規定を整備する 必要がある 。

　 こ れが、 こ の条例案を提出する 理由である 。

区分 単位 金額

技能振興センタ ー

実習室

全面 1 時間につき 1 ， 6 0 0 円

半面 1 時間につき 8 0 0 円


